
   

   

報道関係各位 

 

令和３年度の健康保険料率の決定について 
  

全国健康保険協会（以後：「協会けんぽ」という）では、地域の加入者様の医療費を

反映させた、都道府県ごとの健康保険料率を設定しております。 

このたび、令和３年度の健康保険料率が決定しましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．岐阜支部の健康保険料率は引き下げ 
 協会けんぽの平均保険料率は１０％維持となりましたが、岐阜支部の健康保険料率は

０．０９％の引き下げとなりました。 

 

① 協会の財政状況 

協会けんぽの単年度収支は、平成２２年（２０１０年）以降は黒字を続けて

おりますが、協会加入事業所の約 8 割が中小零細企業であり、新型コロナウイ

ルス感染症の影響をはじめ、景気変動の影響を受けやすい脆弱な財政構造にあ

ります。 

また、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る「赤字構造」であること、支出の

約３５％が高齢者医療制度への拠出金で占められ、今後この拠出金はさらなる

増加が見込まれることから、財政状況はさらに厳しくなると思われます。この

ことから、協会けんぽの財政を中長期な視点で考えた結果、平均保険料率は１

０％維持となりました。＜別紙「参考資料１」参照＞ 

令 和 3 年 2 月 5 日 

全国健康保険協会岐阜支部  

令和 3 年 2 月分（3 月納付分）まで 

9.92％ 

9.83％ 

令和 3年 3月分（4月納付分）から 令和 3年 3月分（4月納付分）から 

 

愛知支部 
 
９.８８％ 

     ↓  
９.９１％  

【0.03％引き上げ】 

 

令和 3 年 2 月分（3 月納付分）まで 

1.79％ 

1.80％ 
【岐阜支部は 0.09％引き下げ】 【全国一律で 0.01％引き上げ】 

◆参考 

（近隣支部の健康保険料率について） 

介護保険料率 

三重支部 
 
９.７７％ 

     ↓  
９.８１％  

【0.04％引き上げ】 

 

健康保険料率 



   

   

② 都道府県単位保険料率 

 各都道府県の健康保険料率は、都道府県ごとの医療費水準に基づいて算出さ

れます。このため、健康診断・保健指導による疾病予防やジェネリック医薬品

の使用、医療機関への適切な受診などにより医療費を下げることができれば、

健康保険料率も下がる仕組みとなっています。 

 

  ➢岐阜支部の健康保険料率が０．０9％引き下げられた結果、標準報酬月額が３０

万円であった場合、月額２７０円（労使折半前）の負担減となります。 

 

 

 

２．インセンティブ制度の影響 
 協会けんぽでは、平成３０年度より、全４７都道府県支部ごとに５つの評価指標に基

づき順位付けを行い、上位２３支部には報奨金を付与して健康保険料率を引き下げる

『インセンティブ制度』を導入しております。＜別紙「参考資料２」参照＞ 

 令和元年度においては、岐阜支部の順位は２６位となり、上位２３支部には入れない

結果となりました。 

 上位を目指すには、「特定健診等の受診率」、「要治療者の医療機関受診率」「後発医薬

品（ジェネリック医薬品）の使用割合」を向上させる必要があります。 

 

➢インセンティブ制度は、健康維持・増進や医療費の適正化、健康保険料率負担の軽

減にも繋がるものであるため、制度の周知広報を強化し、事業主・加入者に対して、

今後も働きかけを行っていきます。 

 

 
 
３．介護保険料率について 
 介護保険第２号被保険者（４０歳～６４歳の方）にご負担いただく介護保険料率につ

いては、０．０１％の引き上げとなりました。（全国一律） 

 

➢標準報酬月額が３０万円であった場合、月額 30 円（労使折半前）の負担増となり

ます。 

 

 

 

（参考）協会けんぽは、健康保険法に基づいて設立され、国民の 3.2 人に 1 人、4,000 万人を超える加入者と、約 237 万の事業所から

なる日本最大の公的医療保険の保険者であり、主に中小企業で働く方とその家族の皆様が加入しています。その中で、岐阜支部には岐阜

県内約 3 万 7,000 事業所、約 76 万人の方が加入しています。（令和 2 年 10 月時点） 

【照会先】 

全国健康保険協会岐阜支部 担当：企画総務グループ 三園 

〒500-8667 岐阜市橋本町 2-8 濃飛ニッセイビル 14 階 

TEL：058-255-5155 （自動音声案内で⑤をお選びください） 


